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５月２９日、「グループ会社と一体となった業務体制のさらなる推進について」の基本要求交渉が
ＪＲ東日本本社で開催されました。
今回の交渉は、共通１２項目と総合車両センター関係４項目について議論しました。次回は区所・

車両センター関係の交渉で、６月５日に開催されます。
以下、会社回答のポイントを報告します。

○１０月１日 全支社一括で実施する

○今回の施策を実施することによって、労働条件アップにつながると考えている。しかし、ＪＲの条
件に合わせるということではない。

○これまでの交渉で明らかにしてきたとおりだが、車両の中長期取替え計画で、新系列車両に置き換
わっていくところは委託しない。移行当初は若年出向で対応していくが、いずれは受託会社のプロ
パー社員に置き換えていく。

○出向は協定に基づき３年が一つの単位と考えている。技術継承の観点から、人を入れ替えて出向に
出てもらうことも考えている。１０年くらいで、ＪＲからの出向者を受託会社のプロパー社員に置
き換えられるようにする。

○冬期要員については、区所ごとの実態もあり、明確な線引きはできない。

○委託業務にあらかじめ清掃作業が組み込まれるようなことはないが、将来的にはグループ会社の都
合や地方における業務量の減少によっては清掃作業等を行うことはありうる。


